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1． 60 歳以降の働き方 テーマ別 VOICE 資料 

 

今回は特に制度に直接かかわりのある方を対象としたいため、開催形式を 2 つに分けての実施とします。 

エルダースタッフ EⅠ～EⅣ、ならびに 2027 年 4 月 1 日までに IMS で定年を迎える予定の社員、メイト社員、スペシャリティスタッフⅠの方々を対象とした説明と

意見交換の場を設けます。 

社員、メイト社員、スペシャリティスタッフⅠの方々のうち、①の対象者に該当しない方々を対象として、動画視聴をベースとし Forms による意見の受付をおこない

ます。 

 

なお、意見交換のテーマは以下の通りです。新制度の全体像についての意見交換をおこないます。 

協議項目 状況 

協議の状況について 今回の VOICE で報告 

制度導入の目的と経緯 10 月 30 日～11月 6日 通年協議の報告の再掲 

区分と期待される役割の設定 今回の VOICE で内容説明、意見交換 

賃金（本給・賞与）の設計 今回の VOICE で内容説明、意見交換 

区分・役割の任命 今回の VOICE で内容説明、意見交換 

評価制度 今回の VOICE で内容説明、意見交換 

再雇用の考え方 今回の VOICE で内容説明、意見交換 

制度移行について 今回の VOICE で内容説明、意見交換 
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先日の通年協議の進捗報告においては、2025 年 4月 1日の制度導入をめどに検討を進めていると報告しました。 

然しながら、制度を 2025 年 4 月に施行した場合、制度の対象者のほか、現場メンバーの十分な理解を得られていない状態での制度導入となってしまい、現場の混乱

を助長してしまうリスクが大きいと考えられます。そのため、制度改定については 2025 年 4 月としますが、メンバーの十分な理解を得るための期間を設けるため、制度

の施行については 2025年 10月と致します。 

 

＜制度改定と施行について＞ 
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●社会的な動向（雇用上限年齢の上昇、少子高齢化に伴う働き手の不足、IT 業界の採用競争）を背景として、IMS 社内においても 60 歳を超えた人財に求めら

れる働き方の多様化が進行しており、制度と運用がマッチしない事例が出てきているため、エルダー社員制度を見直します。 

 

●中長期の会社戦略に基づいてより高い売上と営業利益をあげるための要員確保が必要な中、60 歳以降の世代については活躍が期待される一方で、異動配置や

職務任命の範囲が限られてしまっている側面もあります。また、近年のメンバーズ VOICE においては 59 歳以前と変わらないレベルでの活躍とそれに伴う処遇を望むメン

バーの声があり、現行制度ではキャリア選択の幅が限定的であると考えられます。 

 

●このような状況をふまえると、IMS のエルダー社員制度は抜本的な改定が必要な状況にあると考えられます。よって、総額人件費の配分やグループの 60 歳以降の雇

用制度に関する指針も踏まえながら、60 歳以降のキャリア選択の幅を広げる方向性で制度改定に向けた検討をおこなうに至りました。 

 

●なお、従来制度における問題の大きさから、今回はキャリア選択の幅の見直しに向けた取り組みを優先し、雇用上限年齢の延長については次年度以降検討します。 
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区分設定の考え方（案） ※通年協議の報告の再掲 

まず大きな方針として、新たなエルダー制度においては、限定的であったこれまでのエルダー制度の課題を解決するため、比較的大きな成果が求められるエルダーの区分

を設けます。 

 

＜これからの制度イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、上記のほか、以下のような事項もふまえ、設計を行います。 

・「これまでの経験や人脈、専門性を発揮し成果を挙げる」ことを制度全体のコンセプトとします。そのため、エルダーは前提としてエルダー再雇用前の業務は引継ぎを終え

ていることとし、ライン長（チーフ、担当長、部長）を担うことはありません。 

・人財確保の困難さを踏まえ、専門性を軸とした高い（ほぼ現役に近しい）成果発揮を求められるエキスパートエルダーの区分を設けます。 

・「補助的業務ならびに現役世代の育成・サポート」のみの業務は少ないことから、同様の期待役割を担う区分は限定します。 
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区分設定の具体的内容（案） 

●別紙（【IMS支部】60 歳以降制度_期待役割・業務イメージ・処遇（本給・賞与）.pdf）をもとにご説明します。 

 

●別紙（【IMS支部】60 歳以降制度_期待役割・業務イメージ・処遇（本給・賞与）.pdf）をもとにご説明します。 

 

※別途 お手元の資料をご確認ください （【IMS 支部】60 歳以降制度_期待役割・業務イメージ・処遇（本給・賞与）.pdf） 
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再雇用時の本人選択について 

本人が再雇用をきめたのち、時給制・月給制を本人選択として選択します。そのうえで、大きな役割を担う区分や、役割については社命による任命とします。 

 

社員の再雇用にあたっての本人希望と社命の範囲について（案） 
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社命について（案） 

・月給制を選択した方の中から、SP-EL、または ELⅤとしての成果発揮が期待される人財については、社命によって任命されます。 

・月給制（ELⅤ）に任命された方の中から、一定の権限や責任を有する役割として、ELⅤR（役割①、役割②）へ社命によって任命されます。 

・月給制（ELⅣ）を選択された方の中から、一定の権限や責任を有する役割として、ELⅣR へ社命によって任命されます。 

・役割の任命後、年度ごとに組織や要員体制の変更、本人の成果発揮の状況を踏まえた区分内での役割の変更があります。 

 ※区分内での変更 ⇒ELV は ELⅤR役割①・ELⅤR役割②・ELⅤの範囲、ELⅣは ELⅣR・ELⅣの範囲での変更があります。 

 

 

メイト社員にあたっての本人希望と社命の範囲について（案） 
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評価制度の導入について（案） 

SP-EL、ELⅤ、ELⅣについては、目標管理による賞与評価の制度を導入します。 

 

賞与支給表について 

●別紙（【IMS支部】60 歳以降制度_期待役割・業務イメージ・処遇（本給・賞与）.pdf）をもとにご説明します。 

 

評価シートについて 

現時点で協議中の状況です。（口頭でご説明します） 

 

現時点で協議中の状況です。（口頭でご説明します） 

 

 

 


